
 
 
 
 

 
物価上昇が長期化する一方、企業の賃上げ決定も相次いでいます。物価高騰を乗り越え、賃上げの原資

を確保し、成長と分配の好循環へとつなげていくためには、適正な価格転嫁を進めることが必要です。 
県では、去る２月１７日、国、県内経済団体、労働組合、金融機関との間で「価格転嫁の円滑化に関す

る協定」を締結し、連携して価格転嫁しやすい気運の醸成に努めています。その一環として、オンライン
セミナーを開催しますので、多くの皆様のご参加をよろしくお願いします。 

 

【申込方法】 インターネット又はＦＡＸ ≪申込期限： ３月２７日（月） ≫ 
①インターネットでお申し込みの方 

    県庁ホームページ（ww.pref.oita.jp/soshiki/14000/kakakutenka-enkatsuka2.html） 

→「申込方法」から参加申込フォームに入力 

              ※ 右記ＱＲコードからも申込フォームに直接アクセスできます ⇒ 
 

②FAX でお申し込みの方 →下記申込書に必要事項をご記入の上、ご送信ください。 

(FAX：097-506-1752） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
１ 内 容 

（１）価格転嫁・取引適正化の取組について ～３月価格交渉促進月間・パートナーシップ構築宣言～ 

九州経済産業局 産業部産業課・取引適正化推進室 

（２）トラック運送事業の課題と行政の取組 

九州運輸局 自動車交通部貨物課 

（３）貨物運送事業者に対するエコタイヤ購入助成制度等について 

大分県 企画振興部交通政策課 

（４）協定締結後の状況と今後の展開 

大分県 商工観光労働部商工観光労働企画課 
※講演のタイトルはいずれも仮題ですのでご了承ください。 

２ 日程・実施方法 

令和５年３月２８日（火）10:00～11:30  オンライン開催 

（定員）１００名程度 ※先着順（開催当日までにZoomの URLをメールでお知らせします。） 

 

【注】価格転嫁の円滑化に関する協定参加機関・団体（令和5年2月17日締結） 

大分県、九州経済産業局、九州運輸局、大分労働局、大分県経営者協会、大分県商工会議所連合会、 

大分県商工会連合会、大分県中小企業団体中央会、大分経済同友会、大分県中小企業家同友会、 

大分県トラック協会、日本労働組合総連合会大分県連合会、大分県銀行協会 

【お申込み・お問合せ先】大分県商工観光労働部 商工観光労働企画課 宮本、上原（TEL：097-506-3215） 

                       （FAX：097-506-1752／E-mail：a14110@pref.oita.lg.jp） 

３月は価格交渉促進月間です 

大分県 価格転嫁円滑化推進オンラインセミナー 

参加申込書 

会社名（                        ） 

所属・職 氏名 
  
  
  
連絡先 TEL（           ）E-mail（                   ） 


